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は
じ
め
に

一
九
七
三
年
九
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
、
福
岡
県
太
宰
府
市
の
大
宰

府
史
跡
で
第
二
十
六
回
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
推
定
さ
れ
る
大
宰
府
政

庁
正
殿
跡
の
東
北
側
に
合
計
九
三
〇
点
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
木
簡
は
奈
良
時
代
中
後
期
に
作
ら
れ
、
官
衙
施
設
の
整
備
と
関
連
し
て

い
る
と
推
定
さ
れ
る

（
注
１
）。

周
知
の
よ
う
に
、
律
令
国
家
体
制
の
成
立
に
伴
っ
て
整
備
・
拡
充
さ

れ
、
七
世
紀
後
半
に
設
置
さ
れ
た
大
宰
府
は
、
西
海
道
諸
国
・
島
々
に
対

す
る
総
管
府
と
し
て
、
ま
た
対
外
交
渉
に
お
け
る
門
戸
と
し
て
内
外
両
面

に
わ
た
る
機
能
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
の
出
土
は
、

現
存
資
料
が
乏
し
い
大
宰
府
研
究
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

こ
の
九
三
〇
点
の
木
簡
の
内
、
八
八
七
点
は
一
つ
の
土
坑
か
ら
出
土
し

た
。
そ
の
中
で
、
一
字
以
上
判
読
も
し
く
は
推
読
で
き
る
も
の
は
一
六
〇

点
だ
け
で
あ
る
。

【
研
究
ノ
ー
ト
】

古
代
日
本
に
お
け
る
魏
徴
『
時
務
策
』
の
受
容
と
変
容

─
「
魏
徴
時
務
策
」
木
簡
を
手
が
か
り
に
し
て

葛　
　

継　

勇

な
か
で
も
、
最
も
注
目
さ
れ
る
木
簡
は
、「
魏
徴
時
務
策
」
木
簡
の
削

り
屑
二
点
で
あ
る
（
下
図
〔
１
〕〔
２
〕）。
図
〔
1
〕
に
は
「
特
進
鄭
国

公
魏
徴
□時
務
□策
壹
巻　

□問
」
と
あ
り
、
図
〔
２
〕
は
今
ま
で
「
鄭
国
公

務
務
□
　

勝　

巍
」
と
釈
読
さ
れ
る
が
、「
巍
」
字
の
書
き
方
は
「
委
」
の

右
に
「
玫
」
字
だ
か
ら
、「
魏
徴
」
二
字
と
釈
読
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま

た
「
徴
」
字
の
下
は
残
画
か
ら
「
時
」
字
の
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

図
〔
２
〕
は
「
鄭
国
公
務
務
□
　

勝　

魏
徴
時
」
な
ど
の
文
字
が
書
か
れ

て
い
る
。
図
〔
１
〕
の
文
字
を
参
考
に
す
れ
ば
、
も
と
も
と
図
〔
２
〕
は

「
鄭
国
公
魏
徴
時
務
策
」
な
ど
の
文
字
を
書
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

新
旧
唐
書
の
魏
徴
伝
に
よ
る
と
、
魏
徴
は
唐
の
太
宗
に
鄭
国
公
と
い
う

勲
官
・
特
進
と
い
う
散
官
を
授
け
ら
れ
、
貞
観
十
七
年
（
六
四
三
）
に
亡

く
な
っ
た
後
も
文
貞
と
い
う
謚
号
を
贈
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
「
特
進
鄭
国
公
魏
徴
」
は
唐
の
太
宗
時
代
に
活
躍
し
た
大
臣
魏

徴
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
魏
徴
が
亡
く
な
っ
た
二
十
一
年
後
の
麟
徳
元
年
（
六
六
四
）
に
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成
立
し
た
『
広
弘
明
集
』
巻
六
「
辯
惑
篇
」
に
は
「
唐
特
進
鄭
公
魏
徴

策
」
と
あ
り
、『
新
唐
書
』
巻
六
十
芸
文
志
に
は
「
魏
徴
『
時
務
策
』
五

巻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
魏
徴
時
務
策
」
と
は
魏
徴
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
『
時
務
策
』
だ
と
確
認
で
き
る
。

「
魏
徴
時
務
策
」
木
簡
の
削
り
屑
と
と
も
に
出
土
し
た
木
簡
か
ら
は
、

「
共
山
川
而
同
□險
」、「
非
可
以
一
理
推
」
な
ど
何
か
の
文
章
か
ら
の
抜
き

書
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
数
点
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
は
魏

徴
『
時
務
策
』
の
一
部
だ
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
魏
徴
時
務

策
」
木
簡
の
削
り
屑
二
点
は
習
書
の
た
め
で
は
な
く

（
注
２
）、
魏
徴
『
時
務
策
』

の
内
容
が
書
か
れ
た
典
籍
木
簡
で
あ
ろ
う

（
注
３
）。

今
ま
で
「
魏
徴
時
務
策
」
木
簡
を
検
討
す
る
論
稿
は
、
木
簡
出
土
三
年

後
の
一
九
七
六
年
に
初
出
の
東
野
治
之
氏
「
大
宰
府
出
土
木
簡
に
見
え
る

「
魏
徴
時
務
策
」
考
」
し
か
な
い

（
注
４
）。

東
野
氏
は
魏
徴
『
時
務
策
』
の
逸
文
・

性
格
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
行
い
、
大
き
な
成
果
を
収
め
て
い

る
。
だ
が
、
魏
徴
『
時
務
策
』
の
構
成
・
性
格
お
よ
び
日
本
伝
来
に
つ
い

て
は
、
ま
だ
検
討
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
先
行
研

究
を
参
照
し
な
が
ら
、
古
代
日
本
に
お
け
る
魏
徴
『
時
務
策
』
の
受
容
と

「
変
容
」
を
論
じ
て
み
た
い
。

一
、
魏
徴
『
時
務
策
』
の
巻
数
と
構
成

ま
ず
、『
魏
徴
時
務
策
』
の
巻
数
・
構
成
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

魏
徴
の
述
作
に
は
、『
新
唐
書
』
巻
五
十
七
「
芸
文
志
」
に
は
魏
徴

『
次
礼
記
』（
即
ち
『
類
礼
』）
二
十
巻
、
巻
五
十
八
に
は
魏
徴
『
自
古
諸

侯
王
善
惡
録
』
二
巻
・『
祥
瑞
録
』
十
巻
・『
列
女
伝
略
』
七
巻
、
巻
五
十

九
に
は
魏
徴
『
諌
事
』
五
巻
・『
羣
書
治
要
』
五
十
巻
、
巻
六
十
に
は

『
魏
徴
集
』
二
十
巻
・『
時
務
策
』
五
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。

『
諌
事
』
と
『
時
務
策
』
に
つ
い
て
、
宋
の
王
応
麟
撰
『
玉
海
』
巻
六

一
芸
文
志
の
「
唐
魏
徴
『
諫
事
』『
諫
録
』『
時
務
策
』」
条
に
は
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

志
雑
家
：
魏
徴
『
諫
事
』
五
巻
。〈
旧
志
同
〉
別
集
：『
徴
集
』
二
十

巻
。
又
『
時
務
策
』
五
巻
。〈
書
目
、『
時
務
策
』
一
巻
、
凡
答
問
百

篇
〉。

木簡削屑〔2〕 木簡削屑〔1〕
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「
志
雑
家
：
魏
徴
『
諫
事
』
五
巻
」
と
は
、『
新
唐
書
』
巻
五
十
九
「
芸
文

志
」
儒
家
類
に
見
ら
れ
る
魏
徴
『
諫
事
』
五
巻
を
意
味
す
る
。「
旧
志

同
」
と
は
、『
旧
唐
書
』
巻
四
十
七
「
経
籍
志
」
雑
家
類
に
記
さ
れ
る

「『
諫
事
』
五
巻
〈
魏
徴
撰
〉」
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、『
諫
事
』

五
巻
は
魏
徴
本
人
が
撰
し
た
も
の
で
あ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
七
十
一
魏
徴

伝
に
は
「
徴
又
自
録
前
後
諫
諍
言
辞
往
復
、
以
示
史
官
起
居
郎
褚
遂
良
。」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
確
か
に
魏
徴
は
自
身
「
諫
諍
言
辞
」
を
録
し
た
こ
と

が
あ
る
。

ま
た
、『
時
務
策
』
の
註
記
に
あ
る
「
書
目
」
と
は
『
中
興
書
目
』

（『
中
興
館
閣
書
目
』）
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
魏
徴
『
時
務
策
』
は
一
巻
本

と
五
巻
本
と
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。『
宋
史
』
巻
二
〇
五
芸
文

志
の
「
別
集
類
」
に
は
「
魏
文
正
公
『
時
務
策
』
五
巻
」、
宋
の
王
尭
臣

『
崇
文
総
目
』
巻
十
二
「
別
集
」
に
は
「『
魏
文
正
公
時
務
策
』
五
巻
」
が

記
さ
れ
て
い
る
。「
魏
文
正
公
」
と
は
魏
徴
の
こ
と
で
、「
正
」
字
は
宋
仁

宗
趙
禎
の
避
諱
の
た
め
「
貞
」
を
改
め
た
の
で
あ
る
。『
宋
史
』
巻
二
〇

五
芸
文
志
「
子
部
雑
家
類
」
に
も
「
魏
徴
『
時
物
（
務
の
誤
り
）
策
』
一

巻
」
と
あ
り
、『
通
志
』
巻
七
十
芸
文
略
「
策
」
に
「
魏
鄭
公
『
時
務

策
』
一
巻
」
と
あ
る

（
注
５
）。

大
宰
府
史
跡
で
出
土
し
た
「
特
進
鄭
国
公
魏
徴
時

務
策
壹
巻
」
は
こ
の
一
巻
本
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
藤
原
師
通
（
一
〇
六
二
～
一
〇
九
九
）『
後
二
条
師
通
記
』

の
「
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
七
月
」
条
に
、

十
四
日
辛
未
、
晴
。
自
殿
下
〈
師
実
〉
以
有
信
〈
藤
原
〉
朝
臣
御
堂
〈
道
長
〉

御
書
『
時
務
栄
〈
策
〉』
三
巻
〈
注
不
見
〉、『
抱
樸
子
』
七
巻
、『
詞
林
』

十
巻
〈
詩
〉
所
借
給
也
。

と
あ
り
（
注
６
）、
藤
原
師
通
は
父
親
の
藤
原
師
実
か
ら
藤
原
道
長
の
書
写
し
た

『
時
務
策
』
三
巻
を
借
り
た
と
さ
れ
る
。
東
野
治
之
氏
が
指
摘
し
た
よ
う

に
、
こ
の
「
時
務
策
」
は
魏
徴
『
時
務
策
』
の
こ
と
で
あ
る

（
注
７
）。

ま
た
同
書
「
寛
治
六
年
十
二
月
二
十
九
日
」
条
に
、

廿
九
日
丁
丑
、
晴
。（
中
略
）
昨
日
、『
琵
琶
譜
』
十
巻
返
上
已
畢
。

又
『
儀
礼
注
』、『
時
務
策
』
二
巻
所
下
給
也
。

と
あ
り
（
注
８
）、

翌
年
十
二
月
に
ま
た
『
時
務
策
』
二
巻
を
借
り
た
。
お
そ
ら
く

同
じ
く
「
注
不
見
」
の
二
巻
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
藤
原
師
通
は
併
せ
て

「
注
不
見
」
の
『
時
務
策
』
五
巻
を
借
り
た
の
で
あ
る
。「
注
不
見
」
の
注

か
ら
み
れ
ば
、
藤
原
道
長
の
書
写
し
た
『
時
務
策
』
は
「
注
」
の
な
い

本
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
注
が
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
藤
原
道
長
が
書
写
し
た
際
、
注
を
省
略
し
た
の
で
あ
ろ 

う
。さ

ら
に
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
僧
覚
明
（
生
没
年
未
詳
）『
白
氏
新
楽
府

略
意
』
巻
上
に
は
「『
時
務
策
』
注
云
」
と
あ
り
、『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』

巻
一
春
部
柳
に
「『
時
務
策
』
注
云
」
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
「
時
務
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策
」
は
魏
徴
『
時
務
策
』
の
こ
と
を
指
す
こ
と
か
ら

（
注
９
）、

鎌
倉
時
代
初
期
に

至
っ
て
、
注
が
あ
る
魏
徴
『
時
務
策
』
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
そ
ら
く
、
魏
徴
『
時
務
策
』
の
一
巻
本
は
無
注
本
で
、
五
巻
本
は
有

注
本
で
あ
ろ
う

）
（注

（
注

。
こ
れ
は
杜
嗣
先
『
兎
園
策
府
』（『
兎
園
策
』）
の
場
合

と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
龍
朔
元
年
（
六
六
一
）
～
乾
封
元
年
（
六
六
六
）
に

成
立
し
た
『
兎
園
策
府
』
は
も
と
十
巻
で
あ
る
が
、
後
に
注
を
書
き
入
れ

て
三
十
巻
に
な
っ
た
文
例
集
で
あ
る

）
（（

（
注

。

前
述
の
『
玉
海
』
巻
六
一
芸
文
志
に
は
「『
時
務
策
』
一
巻
、
凡
答
問

百
篇
」
と
あ
り
、
魏
徴
『
時
務
策
』
は
「
答
」
と
「
問
」
か
ら
な
り
、
総

計
百
篇
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
唐
の
僧
道
宣
『
広
弘
明
集
』
巻
六

「
辯
惑
篇
」
第
二
の
二
「
叙
列
代
王
臣
滞
惑
解
」
条
に
は
、

唐
特
進
鄭
公
魏
徴
策
、
有
百
条
。
其
一
条
曰
、
問
：「
経
佛
興
行
、

早
晩
得
失
。」
答
：「
珠
星
夜
隕
、
佛
生
於
周
辰
、
白
馬
朝
来
、
法
興

於
漢
世
。
故
唐
尭
・
虞
舜
、
靡
得
詳
焉
。
孔
子
・
周
公
、
安
能
述

也
。
然
則
法
王
自
在
、
変
化
無
窮
、
納
須
彌
於
芥
子
之
中
、
覆
日
月

于
蓮
華
之
下
。
法
雲
惠
雨
、
明
珠
宝
船
、
出
諸
子
於
火
宅
、
済
群
生

於
苦
海
。
砮
得
砥
、
則
截
骨
而
断
筋
。
車
得
膏
、
則
馬
利
而
輪
疾
。

誠
須
精
心
回
向
、
潔
志
帰
依
。
宜
信
伝
毅
之
言
、
無
従
蔡
謨
之
儀
。」

唐
特
進
鄭
公
魏
徴
の
策
、
百
条
有
り
。
其
の
一
条
に
曰
く
、
問
ふ
：

「
経
佛
の
興
行
、
早
晩
得
る
か
失
う
か
。」
答
ふ
：「
珠
星
夜
隕
ち
、

佛
は
周
辰
に
生
ま
れ
、
白
馬
朝
に
来
た
り
、
法
は
漢
世
に
興
る
。
故

唐
尭
・
虞
舜
は
、
詳
に
す
る
こ
と
得
ず
。
孔
子
・
周
公
も
、
い
づ
く

ん
ぞ
能
く
述
べ
む
。
然
れ
ば
則
ち
法
王
自
在
、
変
化
無
窮
、
須
彌
を

芥
子
の
中
に
納
め
、
日
月
を
蓮
華
の
下
に
覆
ふ
。
法
雲
惠
雨
、
明
珠

宝
船
、
諸
子
を
火
宅
よ
り
出
だ
し
、
群
生
を
苦
海
よ
り
済
ふ
。
砮
の

砥
を
得
れ
ば
、
則
ち
骨
を
截
り
て
筋
を
断
つ
。
車
の
膏
を
得
れ
ば
、

則
ち
馬
利
く
し
て
輪
疾
し
。
誠
に
須
ら
く
心
を
精
く
し
て
回
向
し
、

志
を
潔
く
し
て
帰
依
す
べ
し
。
宜
し
く
伝
毅
の
言
を
信
じ
、
蔡
謨
の

儀
に
従
ふ
こ
と
無
か
れ
と
。」

と
あ
る
。
う
ち
の
「
唐
特
進
鄭
公
魏
徴
策
」
と
は
魏
徴
『
時
務
策
』
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
魏
徴
『
時
務
策
』
は
百
条
（
篇
）
あ
り
、

問
答
の
形
式
で
、
典
拠
を
引
用
・
駆
使
す
る
四
六
駢
麗
の
美
文
体
で
あ

る
。上

述
の
引
用
文
は
仏
教
へ
の
認
識
に
関
す
る
対
策
文
で
あ
る
。
現
在
で

は
、
魏
徴
『
時
務
策
』
の
全
体
の
論
旨
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

「
佛
法
」
お
よ
び
「
孝
子
順
孫
・
義
夫
節
婦
」「
廉
潔
・
貪
欲
」「
遊
学
」

「
貧
苦
」「
善
人
・
忠
臣
」「
隠
士
」「
祥
瑞
」
な
ど
関
連
の
対
策
文
か
ら
な

る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
敦
煌
文
書
と
し
て
残
巻
が
現
存
す
る
対
策
文
集

『
籝
金
』（
ｐ
．
二
五
三
七
、
ｐ
．
三
三
六
三
）
と
似
て
い
る
。
李
若
立

『
籝
金
』
は
五
巻
で
、
毎
巻
二
十
篇
、
併
せ
て
百
篇
か
ら
な
り
、
夾
注
が

あ
る
。
そ
し
て
、
現
存
の
内
容
は
、
巻
一
に
は
帝
徳
篇
・
東
都
篇
・
功
臣
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良
将
篇
・
忠
諫
篇
な
ど
、
巻
二
に
は
隠
逸
篇
・
明
徳
篇
・
仁
孝
篇
・
父
母

篇
な
ど
、
巻
三
に
は
仏
法
篇
・
南
蛮
篇
・
北
蕃
篇
・
元
戎
篇
・
盗
賊
篇
な

ど
が
あ
る

）
（注

（
注

。
ち
な
み
に
、
大
日
奉
首
名
が
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
九
月
に

作
っ
た
対
策
文
に
は
「
立
身
之
道
、
既
顕
之
『
屑
玉
』。
対
策
之
理
、
又

表
之
『
籝
金
』」（『
経
国
集
』
巻
二
十
所
収
）
と
あ
り
、『
籝
金
』
も
日
本

に
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
第
八
回
の
遣
唐
使
は
慶
雲
元
年
に
唐

か
ら
帰
国
し
た
こ
と
か
ら
、『
籝
金
』
は
慶
雲
元
年
以
前
に
成
立
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
魏
徴
『
時
務
策
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
た

は
ず
で
あ
る

）
（注

（
注

。

と
こ
ろ
で
、
東
野
治
之
氏
は
、『
時
務
策
』
全
部
の
内
容
は
魏
徴
が
著

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
魏
徴
の
官
歴
か
ら
彼
は
時
務
策
の
出
題
者
な
い
し

解
答
者
と
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
難
い
の
で
、
後
世
の
人
に
収
集
さ

れ
た
「
魏
徴
の
著
し
た
時
務
策
例
文
集
」
と
見
な
す
べ
き
だ
と
指
摘
し

た
）
（注

（
注

。た
し
か
に
、
前
述
の
よ
う
な
崇
仏
の
内
容
か
ら
も
、
魏
徴
が
太
宗
に
仕

え
た
後
に
撰
文
し
た
も
の
で
は
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
策
問
は
、
武
徳

年
間
に
起
こ
っ
た
傳
奕
と
法
琳
と
の
仏
・
道
論
争
に
関
わ
る
と
思
わ
れ

る
。
皇
太
子
（
皇
儲
）
の
李
建
成
は
僧
法
琳
撰
『
破
邪
論
』
を
奏
上
し
、

廃
仏
論
に
批
判
的
な
立
場
を
取
っ
て
、
仏
教
を
周
孔
の
儒
術
と
荘
老
の
玄

風
に
同
一
視
し
帰
依
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
（「
唐
護
法
沙
門
法
琳

別
傳
」
巻
上
）。
こ
の
主
張
は
上
述
の
対
策
文
の
主
旨
と
同
調
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、『
新
唐
書
』
巻
六
十
芸
文
志
「
別
集
類
」
に
は
、「
魏
徴
時
務
策

五
巻
」
七
字
の
前
に
「
盧
鋌
武
『
成
王
廟
十
哲
讚
』
一
巻
、
李
靖
『
覇
国

箴
』
一
巻
」、
後
ろ
に
「
郭
元
振
『
安
邦
策
』
一
巻
、
劉
蕡
『
策
』
一

巻
、
王
勃
『
舟
中
纂
序
』
五
巻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
魏
徴

時
務
策
五
巻
」
と
は
魏
徴
が
撰
し
た
『
時
務
策
』
五
巻
の
こ
と
を
意
味
す

る
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『
旧
唐
書
』
巻
一
八
九
上
の
儒
学
伝
に
は
「（
武
徳
）
三
年
、

太
宗
討
平
東
夏
、
海
内
無
事
、
乃
鋭
意
経
籍
。
於
秦
府
開
文
学
館
、
広
引

文
学
之
士
」
と
あ
り
、
同
巻
の
欧
陽
詢
伝
に
「
武
徳
七
年
、
詔
与
裴
矩
・

陳
叔
達
撰
『
芸
文
類
聚
』
一
百
巻
奏
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
武
徳
年
間
、

秦
王
の
李
世
民
が
広
く
文
人
を
集
め
文
学
館
を
開
き
、
ま
た
『
芸
文
類

聚
』
一
百
巻
な
ど
の
編
纂
事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
太
子
と
し
て
の

李
建
が
太
平
の
世
の
到
来
を
想
定
し
て
お
り
、
魏
徴
ら
の
文
人
を
集
め
て

彼
ら
に
『
時
務
策
』
の
よ
う
な
書
物
を
編
撰
さ
せ
た
こ
と
は
あ
り
得
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
魏
徴
は
隋
末
唐
初
、
特
に
皇
太
子
李
建
成
の
幕
僚
時
代

に
、『
時
務
策
』
を
撰
文
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
魏
徴
『
時
務
策
』
の
日
本
伝
来
と
そ
の
佚
文

残
念
な
こ
と
に
、
魏
徴
『
時
務
策
』
が
早
く
散
逸
し
、
上
述
の
『
広
弘

明
集
』
に
引
用
さ
れ
る
佚
文
以
外
に
は
、
長
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

幸
い
な
こ
と
に
、
魏
徴
『
時
務
策
』
は
日
本
に
伝
わ
っ
た
後
、
日
本
の
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文
献
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
魏
徴
時
務
策
』
の
佚
文
は
、
東
野
治
之
氏

に
よ
っ
て
收
集
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

（
１
）『
時
務
策
』
曰
：
清
若
氷
霜
、
令
宋
人
而
退
玉
。
貪
如
谿
壑
、
謁

鄭
伯
而
求
環
。（
覚
明
『
三
教
指
帰
注
』（
上
巻
之
中
））

（
２
）『
時
務
策
』
曰
：
扁
鵲
換
心
、
華
他
洗
胃
。（
覚
明
『
三
教
指
帰

注
』（
上
巻
之
下
）、『
性
霊
集
略
注
』
巻
下
）

（
３
）『
時
務
策
』
云
：
邴
原
尋
師
、
躡
履
涉
於
千
里
。（
覚
明
『
三
教

指
帰
注
』
巻
中
）

（
４
）『
魏
徴
策
』
云
：
躡
涉
千
里
、
景
鸞
願
学
負
笈
曆
七
州
。（『
性
霊

集
略
注
』
巻
上
）

（
５
）『
魏
佂
時
務
策
』
曰
：
貧
人
既
偷
徭
役
、
比
屋
飢
寒
、
蔬
食
少
於

二
旬
。（
覚
明
『
三
教
指
帰
注
』（
下
巻
之
上
）

（
６
）『
時
務
策
』
曰
：
燕
石
之
疑
荊
宝
、
魚
目
之
乱
随
珠
。（『
性
霊
集

略
注
』
巻
上
、『
性
霊
集
聞
書
』
冊
四
）

（
７
）
鯁
生
者
、
蘇
生
義
也
。『
時
務
策
』
見
。（『
性
霊
集
略
注
』
巻

下
）

（
８
）『
時
務
策
』
云
：
西
鶼
東
鶼
、
北
黍
南
夷
云
云
。（『
性
霊
集
略

注
』
巻
下
）

（
９
）『
時
務
策
』
云
：
西
鶼
東
鰈
文
。（『
性
霊
集
聞
書
』
冊
八
）

（
10
）『
時
務
策
』
云
：
虞
舜
致
化
、
徳
在
八
元
、
周
武
興
邦
、
功
由
十

乱
云
云
。（『
性
霊
集
聞
書
』
冊
一
）

（
11
）『
時
務
策
』
云
：
黛
風
遠
扇
明
徳
馨
云
云
。（『
性
霊
集
聞
書
』
冊

四
）

（
12
）『
時
務
策
』
云
：
万
国
来
朝
、
百
蛮
入
貢
云
云
。（『
性
霊
集
聞

書
』
冊
五
）

（
13
）
鼓
篋
者
、
京
鸞
願
学
、
負
笈
暦
七
州
云
事
也
。
躡
履
者
、
邴
原

云
者
、
躡
履
涉
千
里
云
事
也
；
京
鸞
・
邴
原
両
人
、
事
『
魏
徴
策
』

見
。（『
性
霊
集
聞
書
』
冊
五
）

（
14
）『
時
務
策
』
注
云
：
羽
翼
之
属
三
百
六
名
、
凰
為
之
長
。（『
白
氏

新
楽
府
略
意
』
巻
上
）

（
15
）『
時
務
策
』
云
：
周
得
白
狼
瑞
、
刻
玉
于
高
嶺
。
漢
得
黄
龍
瑞
、

雕
石
於
太
山
。（『
和
漢
朗
詠
集
注
』
巻
三
、
秋
部
鹿
）

（
16
）『
時
務
策
』
云
：
陶
潛
字
淵
明
、
隠
彭
沢
、
門
下
殖
五
株
柳
、
会

飲
於
其
下
。
時
人
号
曰
：
五
柳
先
生
。（『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
巻
一
、

春
部
梅
）

（
17
）『
時
務
策
』
注
云
：
嵇
康
、
字
は
叔
夜
、
家
植
五
株
柳
、
又
時
人

曰
：
五
柳
先
生
。（『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
巻
一
、
春
部
柳
）

ほ
か
に
、『
三
教
指
帰
』
の
最
も
古
い
注
釈
本
で
あ
る
敦
光
『
三
教
勘

注
抄
』
な
ど
の
文
献
に
は
、『
時
務
策
』
の
逸
文
が
以
下
の
よ
う
に
見
ら

れ
る
。

（
ア
）『
時
務
策
』
曰
：
清
若
氷
霜
、
令
宋
人
而
退
玉
。
貪
如
谿
壑
、
謁
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鄭
伯
而
求
環
。（
藤
原
敦
光
『
三
教
勘
注
抄
』
巻
第
一

）
（注

（
注

）

（
イ
）『
時
務
策
』
曰
：
扁
鵲
換
心
、
華
他
洗
胃
。（
藤
原
敦
光
『
三
教

勘
注
抄
』
巻
第
二
）（
注
16
）

（
ウ
）『
時
務
策
』
云
：
邴
原
字
根
雉
、
北
海
朱
虚
人
也
。
尋
師
躡
履
涉

於
千
里
。（
作
者
未
詳
『
三
教
指
帰
注
』（
承
久
本
）
巻
中

）
（注

（
注

）

（
エ
）『
魏
徴
策
』
曰
：
貧
人
既
偷
徭
役
、
小
屋
飢
寒
、
蔬
食
少
於
二
旬

云
々
。（
作
者
未
詳
『
三
教
指
帰
注
』（
承
久
本
）
巻
下

）
（注

（
注

）

（
オ
）『
魏
徴
策
』
曰
扁
鵲
換
心
（
作
者
未
詳
『
三
教
指
帰
注
抄
』（
延

応
本
）
巻
上

）
（注

（
注

）

う
ち
に
は
、『
三
教
勘
注
抄
』
は
藤
原
敦
光
（
一
〇
六
三
～
一
一
四

四
）、『
三
教
指
帰
注
』『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』、『
白
氏
新
楽
府
略
意
』
は

僧
覚
明
（
？
～
一
二
四
一
）
の
著
作
で
あ
り
、『
和
漢
朗
詠
集
注
』
は
僧

永
済
（
鎌
倉
時
代
の
人
？
）、『
性
霊
集
略
注
』
は
僧
真
辯
（
？
～
一
二
六

一
）
に
そ
れ
ぞ
れ
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
魏
徴
『
時
務

策
』
は
鎌
倉
時
代
の
知
識
人
た
ち
に
愛
読
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

藤
原
敦
光
は
、
文
人
・
儒
学
者
藤
原
明
衡
の
子
で
、
官
吏
登
用
の
対
策

に
及
第
し
て
、
大
内
記
・
文
章
博
士
・
大
学
頭
・
式
部
大
輔
を
歴
任
し

て
、
漢
文
を
書
く
能
力
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
堀
河
天
皇
・
鳥
羽
天
皇
・

崇
徳
天
皇
の
三
代
に
侍
読
と
し
て
仕
え
た
平
安
時
代
後
期
の
有
名
な
文

人
・
儒
学
者
で
あ
る
。
僧
覚
明
も
藤
原
一
族
の
出
身
で
、
勧
学
院
で
儒
学

を
学
び
、「
進
士
」（
即
ち
文
章
生
）
と
呼
ば
れ
、
後
に
出
家
し
て
、
源
義

仲
の
右
筆
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

（
ア
）
と
（
１
）
と
、（
イ
）
と
（
２
）
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
内
容
で

あ
る
。
僧
覚
明
『
三
教
指
帰
注
』
は
藤
原
敦
光
『
三
教
勘
注
抄
』
を
参
考

に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、『
三
教
勘
注
抄
』
は
巻
一
と

巻
二
し
か
現
存
し
て
い
な
い
の
で
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
一
方
、
僧
真
辯
は
、『
野
峰
名
徳
伝
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
巻

一
〇
六
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
高
野
山
の
八
傑
の
一
人
で
、
高
野
山
の
検
校

に
補
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。「
編
著
之
書
、
学
者
往
々
照
焉
」
と
称
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
儒
学
を
学
ん
で
い
た
人
で
、

『
性
霊
集
略
注
』
な
ど
を
著
し
、
文
学
的
才
能
に
長
け
た
人
物
で
あ
っ

た
。『
性
霊
集
聞
書
』
の
著
者
は
未
詳
で
あ
る
が
、
僧
真
辯
『
性
霊
集
略

注
』
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
上
述
の
（
10
）（
11
）（
12
）

（
13
）
な
ど
の
『
性
霊
集
聞
書
』
に
収
録
さ
れ
た
逸
文
は
『
性
霊
集
略

注
』
に
見
え
な
い
の
で
、
直
接
魏
徴
『
時
務
策
』
の
引
用
を
行
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
魏
徴
『
時
務
策
』
が
日
本
で
い
つ
ま
で
存
在
し
た
か
は
断
定
で

き
な
い
が
、『
性
霊
集
聞
書
』
は
正
平
十
六
年
（
一
三
六
一
）
に
成
立
し

た
こ
と
か
ら

）
注注

（
注

、
室
町
時
代
初
期
ま
で
伝
存
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

魏
徴
『
時
務
策
』
の
逸
文
は
『
令
集
解
』
に
も
見
え
る
。
ま
ず
、
巻
二

十
二
「
考
課
令
」
の
「
進
士
」
条
に
引
用
し
た
『
古
記
』
に
は
、

案
魏
徴
『
時
務
策
』、
問
：「
郷
邑
何
因
無
孝
子
・
順
孫
・
義
夫
・
節

婦
。」
答
：「
九
族
之
説
、
著
在
虞
書
。
六
順
之
言
、
顕
于
魯
冊
。
故
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義
夫
彰
於
郗
缺
、
節
婦
美
于
恭
姜
。
孝
子
則
曾
参
之
徒
、
順
孫
則
伯

禽
之
輩
。
自
茲
已
降
、
往
往
間
出
。
石
奮
父
子
慈
孝
著
名
、
姜
肱
兄

弟
恩
義
顕
誉
。
当
今
天
地
合
徳
、
日
月
斉
明
、
万
国
会
同
、
八
表
清

謐
。
然
上
之
化
下
、
下
之
必
従
。
若
影
逐
標
、
如
水
随
器
。
但
能
導

之
以
徳
、
斉
之
以
礼
。
教
之
以
義
、
懐
之
以
仁
。
則
孝
子
・
順
孫
、

同
閭
如
市
。
義
夫
・
節
婦
、
連
袂
成
帷
。
蕩
蕩
之
化
可
期
、
魏
魏
之

風
斯
在
。」

魏
徴
『
時
務
策
』
を
案
ず
る
に
、
問
ふ
：「
卿
邑
に
何
に
因
り
て
か

孝
子
・
順
孫
・
義
夫
・
節
婦
無
き
と
。」
答
ふ
：「
九
族
の
説
、
虞
書

に
著
在
く
。
六
順
の
言
、
魯
冊
に
顕
は
る
。
故
義
夫
は
郗
缺
に
彰
か

に
、
節
婦
は
恭
姜
に
美
し
。
孝
子
は
則
ち
曾
参
の
徒
、
順
孫
は
則
ち

伯
禽
の
輩
な
り
。
茲
よ
り
已
降
、
往
往
間
出
す
。
石
奮
父
子
、
慈
孝

に
名
を
著
は
し
、
姜
肱
兄
弟
、
恩
義
に
誉
を
顕
は
す
。
当
今
天
地
徳

を
合
は
せ
、
日
月
明
を
斉
し
く
し
、
万
国
会
同
し
、
八
表
清
謐
な

り
。
然
れ
ば
上
は
下
を
化
し
、
下
は
必
ず
従
ふ
。
影
の
標
を
逐
ふ
が

若
く
、
水
の
器
に
随
ふ
が
如
し
。
但
能
く
之
を
導
く
に
徳
を
以
ち
て

し
、
之
を
斉
ふ
る
に
礼
を
以
て
す
。
之
を
教
ふ
る
に
義
を
以
ち
て

し
、
之
を
懐
く
る
に
仁
を
以
て
す
。
則
ち
孝
子
・
順
孫
、
閭
を
同
じ

く
し
て
市
の
如
く
、
義
夫
・
節
婦
、
袂
を
連
ね
て
帷
を
成
さ
む
。
蕩

蕩
の
化
期
す
可
く
、
魏
魏
の
風
斯
に
在
ら
む
と
。」

と
あ
り

）
注（

（
注

、
魏
徴
『
時
務
策
』
の
孝
子
順
孫
義
夫
節
婦
に
関
す
る
部
分
が
引

用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
書
巻
十
三
「
賦
役
令
」
の
「
孝
子
順
孫
」
条
に
所
引
の
『
古

記
』
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

桑
案
：
魏
徴
『
時
務
策
』
云
、「
義
夫
彰
於
郤
郗
缺
、
節
婦
美
于
恭

姜
。
孝
子
則
曾
参
之
徒
、
順
孫
則
伯
禽
之
輩
。」

と
あ
り

）
注注

（
注

、
上
述
の
『
古
記
』
の
所
収
内
容
の
一
部
で
あ
る
。

『
古
記
』
は
『
大
宝
令
』
の
注
釈
本
で
あ
り
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）

前
後
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る

）
注注

（
注

。
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
天
平
初
年
、
魏

徴
『
時
務
策
』
は
す
で
に
日
本
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
で
、『
経
国
集
』
巻
二
十
に
収
め
る
「
対
策
文
」
の
中
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

窃
以
啓
蟄
而
效
、
明
之
魯
策
。
立
春
迎
気
、
著
在
周
篇
。（
天
平
三

年
、
船
沙
彌
麻
呂
対
策

）
注注

（
注

）

清
靖
之
風
斯
在
、
邑
熙
之
化
可
期
。（
天
平
三
年
、
蔵
伎
美
麻
呂
対

策
）
注注

（
注

）

こ
の
二
つ
の
対
策
文
は
、
上
述
の
『
古
記
』
に
所
収
す
る
魏
徴
『
時
務

策
』
の
以
下
の
佚
文
に
類
似
し
て
い
る
。

九
族
之
説
、
著
在
虞
書
。
六
順
之
言
、
顕
于
魯
冊
。
…
…
蕩
蕩
之
化

可
期
、
魏
魏
之
風
斯
在
。

こ
の
な
か
の
「
明
」
と
「
顕
」
と
、「
冊
」
と
「
策
」
は
意
味
が
共
通
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し
、
ま
た
『
虞
書
』
と
『
周
篇
』
も
皆
上
古
の
典
籍
で
あ
る
。
東
野
治
之

氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
船
沙
彌
麻
呂
と
蔵
伎
美
麻
呂
は
直
接
『
魏
徴
時

務
策
』
に
拠
っ
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る

）
注注

（
注

。

ま
た
、
船
沙
彌
麻
呂
と
蔵
伎
美
麻
呂
の
対
策
文
は
天
平
三
年
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
魏
徴
『
時
務
策
』
は
こ
の
頃
す
で
に
日
本
に
伝
来
し
た
に
違

い
な
い
。
お
そ
ら
く
養
老
年
間
ま
た
は
景
雲
年
間
に
帰
国
し
た
遣
唐
使
に

よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
天
平
年
間
に
成
立
し
た

『
古
記
』
に
引
用
さ
れ
、
奈
良
時
代
中
後
期
の
木
簡
に
現
れ
た
の
は
自
然

で
あ
ろ
う
。三

、
古
代
日
本
に
お
け
る
魏
徴
『
時
務
策
』
の
受
容

上
述
の
『
古
記
』
に
引
用
さ
れ
る
内
容
は
、
貢
挙
に
お
い
て
課
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
時
務
策
と
関
係
が
あ
る
。

貢
挙
に
つ
い
て
、『
唐
六
典
』
巻
四
礼
部
尚
書
・
侍
郎
条
に
は
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）
凡
明
経
先
帖
経
、
然
後
口
試
並
答
策
。〈（
中
略
）
開
元
二
十

五
敕
：（
中
略
）
並
答
時
務
策
三
道
。〉

（
2
）
凡
進
士
先
貼
経
、
然
後
試
雑
文
及
策
。〈（
中
略
）
然
後
試
雑

文
両
道
、
時
務
策
五
条
。〉

す
な
わ
ち
、
時
務
策
は
進
士
科
の
受
験
者
が
提
出
す
べ
き
も
の
で
、
五
条

の
策
問
を
与
え
て
そ
れ
に
対
す
る
政
見
を
述
べ
さ
せ
た
。
ま
た
開
元
二
十

五
年
（
七
三
七
）
以
降
、
明
経
科
の
受
験
者
も
時
務
策
三
道
（
条
）
が
課

せ
ら
れ
た
。
百
条
あ
る
魏
徴
『
時
務
策
』
は
ま
さ
に
こ
の
貢
挙
試
験
の
た

め
に
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

古
代
日
本
に
お
け
る
時
務
策
の
使
用
に
つ
い
て
、
養
老
選
叙
令
の
進
士

条
に
、進

士
取
明
閑
時
務
、
并
読
『
文
選
』『
爾
雅
』
者
。

進
士
に
は
明
ら
か
に
時
務
を
閑
ひ
、
并
せ
て
『
文
選
』『
爾
雅
』
読

ま
む
者
を
取
れ
。

と
あ
り
、
ま
た
養
老
考
課
令
の
進
士
条
に
、

凡
進
士
、
試
時
務
策
二
条
。
帖
所
読
、『
文
選
』
上
袟
七
帖
、『
爾

雅
』
三
帖
。
其
策
文
詞
順
序
、
義
理
慥
当
。

凡
そ
進
士
は
、
試
み
む
こ
と
、
時
務
の
策
二
条
。
帖
し
て
読
ま
む
所

は
、『
文
選
』
の
上
袟
に
七
帖
、『
爾
雅
』
に
三
帖
。
其
れ
策
の
文
詞

順
ひ
序
で
て
、
義
理
慥
か
に
当
れ
ら
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
唐
と
同
じ
く
貢
挙
に
お
い
て
時
務
策
が
課
せ
ら
れ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
魏
徴
『
時
務
策
』
が
日
本
の
大
学
で
教
科
書
と
し
て
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用
い
ら
れ
た
の
は
、
不
自
然
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
唐
に
お
い
て
一
般
的

に
遍
く
学
習
さ
れ
て
い
た
故
に
、
遣
唐
留
学
生
ら
に
も
親
し
ま
れ
て
、
日

本
に
舶
載
将
来
さ
れ
、
大
学
の
教
科
書
と
し
て
伝
写
読
誦
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

藤
原
敦
光
は
藤
原
式
家
の
出
身
で
官
吏
登
用
の
対
策
に
及
第
し
た
こ
と

か
ら
、
魏
徴
『
時
務
策
』
の
よ
う
な
対
策
文
集
を
学
習
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
僧
覚
明
も
藤
原
一
族
の
出
身
で
、
勧
学
院
で
勉
強
し
た
こ
と

が
あ
る
。
勧
学
院
は
藤
原
一
族
の
学
生
の
た
め
に
作
ら
れ
た
寄
宿
舎
と
し

て
創
建
さ
れ
、
後
に
大
学
別
曹
と
し
て
公
認
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

勧
学
院
の
学
生
は
大
学
寮
内
に
寄
宿
す
る
学
生
と
同
等
の
資
格
で
授
業
・

試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
魏
徴
『
時
務
策
』
な

ど
の
典
籍
が
所
蔵
さ
れ
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
経
国
集
』
巻
二
十
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
対
策
文
が
記

さ
れ
て
い
る
。

　

与
山
川
而
斉
峙
。（
天
平
三
年
、
白
猪
広
成
対
策

）
注注

（
注

）

　

不
可
以
一
致
尋
。（
天
平
三
年
、
蔵
伎
美
麻
呂
対
策

）
注注

（
注

）

こ
れ
ら
の
対
策
文
の
語
句
は
魏
徴
『
時
務
策
』
の
木
簡
と
と
も
に
出
土
し

た
以
下
の
木
簡
に
書
か
れ
た
文
字
と
類
似
し
て
い
る
。

　

与
山
川
而
同
□険
。

　

非
可
以
一
理
推
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
蔵
伎
美
麻
呂
の
対
策
文
に
は
魏
徴
『
時
務
策
』
か

ら
引
用
さ
れ
た
条
文
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
木
簡
に
書
写
し
た
文
字
は

魏
徴
『
時
務
策
』
の
一
部
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う

）
注注

（
注

。
よ
っ
て
、
蔵
伎
美
麻

呂
・
船
沙
彌
麻
呂
の
ほ
か
に
、
受
験
生
と
し
て
の
白
猪
広
成
も
魏
徴
『
時

務
策
』
を
熟
読
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
魏
徴
時
務
策
」
木
簡
と
と
も
に
出
土
し
た
習
書
木
簡
に
「
書
生
」「
書

生
鴨
牧
麻
」
な
ど
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
大
宰

府
所
属
の
下
級
官
人
・
書
生
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、「
魏
徴
時
務
策
」
木
簡
二
点
は
異
筆
な
の
で
あ
り
、
複
数
の
「
書

生
」
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
書
生
の

身
近
に
魏
徴
『
時
務
策
』
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
魏
徴
『
時
務
策
』
な
ど

の
漢
籍
は
既
に
大
宰
府
の
書
記
あ
た
り
ま
で
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
）
注注

（
注

。
つ
ま
り
、
魏
徴
『
時
務
策
』
な
ど
の
漢
籍
は
中
央
官
司
の
人
々
だ

け
で
は
な
く
、
地
方
の
下
級
官
吏
ま
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、『
経
国
集
』
巻
二
十
に
収
め
る
「
対
策
文
」
に
は
、
道
守

朝
臣
宮
継
が
書
い
た
も
の
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
五
行
の

調
和
を
論
じ
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
然
則
巍
巍
之
化
、
挙
目
応
瞻
、

蕩
蕩
之
風
、
企
足
可
待
（
然
れ
ば
則
ち
巍
巍
の
化
、
目
を
挙
げ
て
応
に
瞻

る
べ
く
、
蕩
蕩
の
風
、
足
を
企
て
て
待
つ
可
し
）」
と
あ
り
、「
蕩
蕩
之
化

可
期
、
魏
魏
之
風
斯
在
」
と
い
う
前
述
の
魏
徴
『
時
務
策
』
の
逸
文
と
類

似
し
て
い
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
治
平
民
富
を
論
じ
た
対
策
文
に
は

「
故
上
行
下
化
、
類
水
如
泥
、
所
以
紫
変
齊
風
、
纓
遷
鄭
俗
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
魏
徴
『
時
務
策
』
の
逸
文
で
あ
る
「
然
上
之
化
下
、
下
之
必

従
、
若
影
逐
標
、
如
水
随
器
」
と
同
工
異
曲
で
あ
る

）
注（

（
注

。
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こ
の
二
つ
の
対
策
文
は
、
文
章
生
道
守
朝
臣
宮
継
が
大
学
少
允
菅
原
清

公
の
策
問
に
答
え
て
延
暦
二
十
年
（
八
〇
五
）
に
提
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
結
論
に
入
る
部
分
の
字
句
・
論
法
が
酷
似
し
て
い
る
が
、
船
沙
彌
麻

呂
と
蔵
伎
美
麻
呂
の
対
策
文
は
一
見
し
て
語
句
を
い
く
つ
か
書
き
換
え
る

に
留
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
こ
と
に
対
し
て
、
道
守
朝
臣
宮
継
の
対
策
文

は
よ
り
魏
徴
『
時
務
策
』
を
咀
嚼
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
空
海
の
『
三
教
指
帰
』（
八
二
〇
年
代
成
立
、）、『
性
霊
集
』

（
八
三
〇
年
代
成
立
）
な
ど
の
述
作
に
も
以
下
の
よ
う
に
魏
徴
『
時
務

策
』
が
利
用
さ
れ
て
い
る

）
注注

（
注

。

　
『
三
教
指
帰
』

　
『
魏
徴
時
務
策
』

水
鏡
氷
霜
之
行
盡
滅
、
溪
壑
貪
婪
之

情
競
熾
（
巻
上
）

清
若
氷
霜
、
令
宋
人
而
退
玉
。
貪
如

溪
壑
、
謁
鄭
伯
而
求
環
。

曾
無
邴
原
千
里
之
尋
（
巻
中
）

邴
原
尋
師
、
躡
履
涉
於
千
里
。

　
『
性
霊
集
』

　
『
魏
徴
時
務
策
』

虞
舜
禹
湯
与
桀
紂
、
八
元
十
乱
将
五

臣
（
巻
一
「
入
山
興
」）

虞
舜
致
化
、
徳
在
八
元
。
周
武
興

邦
、
功
由
十
乱
。

豈
図
燕
石
魚
目
、
謬
当
天
簡
（
巻
四

「
勅
賜
世
説
屏
風
書
了
献
表
」）

燕
石
之
疑
荊
宝
、
魚
目
之
乱
随
珠
。

上
下
の
文
章
を
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
利
用
の
仕
方
は
船
沙
彌
麻
呂
と
蔵
伎

美
麻
呂
の
対
策
文
よ
り
進
化
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
伝
来
の
約
百
年
後
、
空
海
に
よ
る
魏
徴
『
時
務
策
』

の
利
用
は
、
簡
単
な
模
倣
か
ら
よ
り
工
夫
し
て
自
由
に
創
作
で
き
る
段
階

に
ま
で
進
ん
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
初
期
に
お
け
る
魏
徴
『
時
務

策
』
の
よ
う
な
中
国
典
籍
の
受
容
は
、
模
倣
か
ら
創
造
へ
進
化
し
、
漢
風

謳
歌
時
代
に
到
来
し
た
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
好
例
で
あ
ろ
う
。

終
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
故
事
出
典
を
豊
富
に
ふ
ま
え
た
美
文
を
配
列
す
る
魏

徴
『
時
務
策
』
は
類
書
的
な
性
格
を
合
わ
せ
持
ち
、
空
海
ら
に
文
章
の
手

本
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る

）
注注

（
注

。

た
だ
し
、『
令
集
解
』
巻
二
十
二
「
考
課
令
」
の
「
進
士
」
条
に
は
、

「『
釈
』
云
、
時
務
謂
冶
国
要
道
耳
。（
中
略
）『
古
記
』
云
、
時
務
謂
当
時

可
行
時
務
是
非
也
（『
釈
』
に
云
ふ
、
時
務
は
冶
国
の
要
道
を
謂
ふ
。（
中

略
）『
古
記
』
に
云
ふ
、
時
務
は
時
に
当
つ
て
行
な
ふ
べ
き
時
務
の
是
非

を
謂
ふ
な
り
）」
と
あ
り
、
梁
劉
勰
撰
『
文
心
雕
龍
』
巻
五
の
議
対
条
に

「
対
策
者
、
応
詔
陳
政
也
（
対
策
は
詔
に
応
じ
て
政
を
陳
べ
る
な
り
）」
と

あ
る
よ
う
に

）
注注

（
注

、
魏
徴
『
時
務
策
』
の
「
時
務
」
と
は
対
策
文
の
一
種
で
、

国
家
治
政
に
役
立
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
魏
徴
『
時

務
策
』
は
政
治
の
参
考
に
資
す
る
目
的
で
集
成
さ
れ
た
雑
家
書
で
あ
る

が
、
後
に
貢
挙
試
験
の
参
考
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

）
注注

（
注

。
た

だ
し
、
中
国
に
お
い
て
は
、
類
書
に
お
け
る
詩
文
作
成
の
工
具
書
と
し
て
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の
機
能
や
特
徴
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

そ
の
一
方
、
日
本
に
お
い
て
、
魏
徴
『
時
務
策
』
は
当
初
、
教
科
書
と

し
て
の
性
格
を
持
っ
て
貢
挙
試
験
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
藤
原

道
長
・
師
通
ら
に
政
治
の
参
考
書
と
い
う
本
来
の
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い

た
の
と
同
時
に
、
空
海
・
藤
原
敦
光
ら
が
こ
れ
を
利
用
し
た
の
は
文
章
の

手
本
と
い
う
類
書
的
な
機
能
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
の
姿
（
政
治
の
参
考
書
）
か
ら
教
科
書
（
貢
挙

試
験
の
参
考
書
）
へ
、
ま
た
教
科
書
（
試
験
の
参
考
書
）
か
ら
類
書
（
工

具
書
）
へ
と
い
う
「
変
容
」
も
生
じ
た
事
象
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
当
時

の
日
本
に
お
け
る
知
識
獲
得
の
実
相
の
一
面
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
中
国
国
家
社
科
基
金
項
目
（
番
号
：

16BSS001

）、
河
南
省
哲
学
社
科
項
目
（
番
号
：2015BZH

005

）、
浙
江

省
哲
学
社
科
重
点
基
地
重
点
項
目
（
番
号
：15JD

D
Y

01Z

）
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
注
１
）
倉
住
靖
彦
「
大
宰
府
史
跡
と
木
簡
の
出
土
」（『
大
宰
府
史
跡
出
土
木

簡
概
報
告
（
一
）』、
日
本
九
州
歴
史
資
料
館
編
、
一
九
七
六
年
三
月
）。

（
注
２
）
辺
晃
宏
「
日
本
古
代
の
習
書
木
簡
と
下
級
役
人
の
漢
字
教
育
」（
高
田

時
雄
編
『
漢
字
文
化
三
千
年
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
、
日
本

出
土
の
典
籍
木
簡
は
す
べ
て
習
書
木
簡
と
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
注
３
）
木
簡
の
分
類
に
つ
い
て
、
佐
藤
信
著
『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
注
４
）
東
野
治
之
「
大
宰
府
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
魏
徴
時
務
策
」
考
」（
東

野
治
之
著
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
七
七

年
。
初
出
は
一
九
七
六
年
）。

（
注
５
）
宋
の
尤
袤
『
遂
初
堂
書
目
』「
儒
家
類
」
に
も
『
魏
鄭
公
時
務
策
』
の

書
名
が
記
さ
れ
る
が
、
巻
数
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

（
注
６
）『
後
二
条
師
通
記
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
一
三
九
頁
。
な
か

の
「
不
見
」
二
字
は
正
文
の
内
容
と
誤
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
日
本
古
記
録

本
に
拠
れ
ば
、「
栄
」
の
横
に
朱
で
「
策
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。

（
注
７
）
東
野
治
之
前
掲
論
文
「
大
宰
府
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
魏
徴
時
務
策
」

考
」。

（
注
８
）『
後
二
条
師
通
記
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
三
二
三
頁
。

（
注
９
）
東
野
治
之
前
掲
論
文
「
大
宰
府
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
魏
徴
時
務
策
」

考
」。

（
注
10
）
東
野
治
之
氏
と
高
明
士
氏
は
、
一
巻
本
は
無
注
本
で
、
五
巻
本
は
有

注
本
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
が
、
詳
細
な
考
証
を
行
わ
な
か
っ
た
。
東

野
治
之
前
掲
論
文
「
大
宰
府
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
魏
徴
時
務
策
」
考
」、

高
明
士
「
日
本
沒
有
実
施
過
科
挙
嗎
」（『
玄
奘
人
文
学
報
』
二
〇
〇
四
年
第

三
期
）。

（
注
11
）
葛
継
勇
「『
兎
園
策
府
』
の
成
立
、
性
格
及
び
そ
の
日
本
伝
来
」、『
日

本
漢
文
学
研
究
』
第
十
号
、
二
〇
一
五
年
。

（
注
12
）
王
三
慶
（
池
田
温
訳
）「
類
書
」（『
講
座
敦
煌
５　

敦
煌
漢
文
文
献
』、

大
東
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）、
福
田
俊
昭
「
敦
煌
出
土
の
『
籝
金
』
と
『
無

名
類
書
』」（『
東
洋
研
究
』
第
七
十
七
巻
、
一
九
八
六
年
。
後
に
氏
著
『
敦

煌
類
書
の
研
究
』（
日
本
大
東
文
化
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、二
〇
〇
三
年
）

所
収
）、
屈
直
敏
「
敦
煌
写
本
『
籝
金
』
系
類
書
叙
録
及
研
究
回
顧
」（『
敦

煌
学
輯
刊
』
二
〇
一
一
年
第
一
期
）。

（
注
13
）『
籝
金
』
の
編
撰
時
代
は
武
周
の
万
歳
登
封
元
年
（
六
九
六
）
か
ら
唐

中
宗
神
龍
二
年
（
七
〇
六
）
ま
で
だ
と
言
わ
れ
る
。
鄭
炳
林
、
李
強
「
唐
李
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若
立
『
籝
金
』
編
撰
研
究
」（
上
、
下
）、『
天
水
師
範
学
院
学
報
』
二
〇
〇

八
年
第
六
期
、
二
〇
〇
九
年
第
一
期
。

（
注
14
）
東
野
治
之
前
掲
論
文
「
大
宰
府
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
魏
徴
時
務
策
」

考
」。

（
注
15
）『
真
言
宗
全
書
』
第
四
十
、
真
言
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
三
五
年
、
二

十
頁
。

（
注
16
）
同
右
書
、
三
十
一
頁
。

（
注
17
）
同
右
書
、
七
十
四
頁
。

（
注
18
）
同
右
書
、
八
十
四
頁
。

（
注
19
）
同
右
書
、
一
二
四
頁
。

（
注
20
）
山
本
真
吾
「
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
「
性
霊
集
略
注
」
出
典
攷

─
『
類

聚
名
義
抄
』
か
ら
の
引
用
を
中
心
と
し
て
」、『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
十
四

号
、
一
九
九
一
年
。

（
注
21
）『
新
訂
増
補　

令
集
解
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
、
六
四
六
～

六
四
七
頁
。

（
注
22
）
同
右
書
、
四
一
一
頁
。

（
注
23
）
池
田
昌
広
「『
古
記
』
所
引
『
漢
書
』
顔
師
古
注
に
つ
い
て
」、『
京
都

産
業
大
学
論
集
.
人
文
科
学
系
列
』
第
四
十
七
号
、
二
〇
一
四
年
。

（
注
24
）『
経
国
集
』（
日
本
古
典
全
集
本
）、
与
謝
野
鉄
寛
ほ
か
編
纂
校
訂
、
日

本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
五
年
、
一
九
五
頁
。

（
注
25
）
同
右
書
、
一
九
四
頁
。

（
注
26
）
東
野
治
之
前
掲
論
文
「
大
宰
府
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
魏
徴
時
務
策
」

考
」。

（
注
27
）『
経
国
集
』（
日
本
古
典
全
集
本
）、
与
謝
野
鉄
寛
ほ
か
編
纂
校
訂
、
一

九
二
頁
。

（
注
28
）
同
右
書
、
一
九
四
頁
。

（
注
29
）
東
野
治
之
前
掲
論
文
「
大
宰
府
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
魏
徴
時
務
策
」

考
」。

（
注
30
）
同
右
。

（
注
31
）
同
右
。

（
注
32
）
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
三
教
指
帰　

性
霊
集
』
所
収
の
「
引
用
・

関
係
文
献
目
録
」
に
は
魏
徴
『
時
務
策
』
が
見
え
な
い
。
渡
辺
照
宏
、
宮
坂

宥
勝
校
注
『
三
教
指
帰　

性
霊
集
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
五
五
〇

～
五
五
一
、
五
八
六
～
五
八
八
頁
。

（
注
33
）
東
野
治
之
前
掲
論
文
「
大
宰
府
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
魏
徴
時
務
策
」

考
」。

（
注
34
）『
新
訂
増
補　

令
集
解
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
、
六
四
六
頁
。

（
注
35
）
大
渕
貴
之
「
唐
創
業
期
の
「
類
書
」
概
念

─
『
芸
文
類
聚
』
と
『
群

書
治
要
』
を
手
が
か
り
と
し
て

─
」（『
中
国
文
学
論
集
』
第
三
十
五
号
、

二
〇
〇
六
年
）
で
は
、
政
治
の
参
考
に
資
す
る
目
的
で
集
成
さ
れ
た
雑
家
書

と
し
て
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
第
一
に
想
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
類
書
に
お

け
る
詩
文
作
成
の
工
具
書
と
し
て
の
機
能
や
特
徴
は
副
次
的
な
も
の
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

〔
追
記
：
江
藤
茂
博
・
町
泉
寿
郎
両
教
授
の
御
厚
意
に
よ
り
、
一
月
十

九
日
に
二
松
學
舍
大
学
文
部
科
学
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支

援
事
業
（
略
称SRF

）
に
て
「
魏
徴
時
務
策
」
木
簡
に
関
す
る
報
告
を

行
っ
た
。
翌
日
、
町
教
授
の
案
内
で
、
大
学
資
料
展
示
室
で
芳
野
金
陵
展

を
特
別
観
覧
し
た
時
、
金
陵
が
書
写
し
た
「
魏
徴
諫
太
宗
十
思
疏
」
六
軸

が
目
に
入
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
深
い
縁
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

に
記
し
て
、
町
泉
寿
郎
教
授
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。〕

（
鄭
州
大
学
教
授
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）




